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問１ 

 次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

大久保益夫さん（以下「大久保さん」という）は、将来の相続対策について検討している。大久保さ

んの２０２６年６月末現在の親族関係図等は以下のとおりである。なお、大久保さんおよびその親族

等は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、大久保さんの所有財産はすべて日本国内に

ある。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［親族関係図］ 

 

・ 養父および養母は、大久保さんを普通養子としている。 

 

（問題１） 
 

（設問Ａ）２０２６年６月末に大久保さんに相続が開始した場合、大久保さんの相続に係る養父の民法

上の法定相続分として、正しいものはどれか。 

 

１．０ 

２．１／６ 

３．１／９ 

４．１／１２ 

 

  

 母 

 父（すでに死亡） 

 姉 

 妻 

 甥 

 姪 

 兄（すでに死亡） 

 兄の妻 

 大久保さん 

 養母 

 養父 



 
2026年度第1回 相続・事業承継設計 

3 相 続 ・ 事 業 承 継 設 計  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題２） 
 

（設問Ｂ）２０２６年６月末に大久保さんに相続が開始した場合、大久保さんの相続に係る相続税の総

額等を計算するうえでの養父の法定相続分として、正しいものはどれか。 

 

１．０ 

２．１／６ 

３．１／９ 

４．１／１２ 

 

（問題３） 
 

（設問Ｃ）大久保さんは２０１８年７月に、母および姉に対し生計の資本とするために以下の財産を贈

与しており、この贈与は母および姉の特別受益となるものである。２０２６年６月末に大久

保さんに相続が開始し、大久保さんの相続財産の価額が３００,０００千円である場合、特

別受益を考慮した妻の民法上の相続分（具体的相続分）の金額として、正しいものはどれか。 

 

受贈者 贈与財産 贈与時の価額 相続開始時の価額 

母 現金 ６,０００千円 ６,０００千円 

姉 上場株式 ９,０００千円 ９,９００千円 

 

１．２００,０００千円 

２．２０４,０００千円 

３．２１０,０００千円 

４．２１０,６００千円 

 

（問題４） 
 

（設問Ｄ）大久保さんは、遺留分を考慮した遺言書の作成を検討している。遺留分に関する次の記述の

うち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．遺留分権利者が、相続開始や遺留分を侵害する遺言書の存在について知らなくても、相続開

始より１０年が経過すると遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することはできなく

なる。 

２．遺留分権利者が相続の放棄をした場合、その者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請

求することはできない。 

３．相続人に対して婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本としてなされた贈与は、原則

として、相続開始前１０年以内にされたものに限り、その価額を遺留分を算定するための財

産の価額に算入する。 

４．被相続人が遺贈寄付（遺言により財産を公益法人などの団体に寄付すること）をすることに

より遺留分を侵害された相続人は、その遺贈寄付を受けた団体に対し、遺留分侵害額に相当

する金銭の支払いを請求することはできない。  
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（問題５） 
 

（設問Ｅ）認知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接

的な関連はないものとする。 

 

１．戸籍法上の認知の届出がされた場合、認知は、その届出がされた時からその効力が生じる。 

２．認知は、遺言によっても、することができる。 

３．父は、母の承諾を得て、胎児を認知することができる。 

４．子は、父の死亡の日から３年以内であれば、認知の訴えを提起することができる。 

 

（問題６） 
 

（設問Ｆ）相続登記および相続人申告登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、

本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、

かつ、当該所有権を取得したことを知った日から３年以内に、所有権の移転の登記を申請し

なければならない。 

２．遺贈により不動産の所有権を取得した者が相続人以外の者である場合、相続登記の申請の義

務はない。 

３．相続登記の申請の義務がある者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始

した旨および自らがその相続人である旨を申し出ることで、その義務を履行したものとみな

される。 

４．相続人申告登記の申出をした者が、その後の遺産の分割によって不動産の所有権を取得した

ときは、当該遺産の分割の日から１年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなら

ない。 
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問２ 

 次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

柴田信之さん（以下「柴田さん」という）とその親族は、将来の相続対策について検討している。

柴田さんの２０２６年６月末現在の親族関係図は以下のとおりである。なお、柴田さんおよびその

親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、柴田さんの所有財産はすべて日本国内

にある。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［親族関係図］ 

 

 

 

（問題７） 
 

（設問Ａ）柴田さんは賃貸マンションを所有し、不動産貸付業を行っている。柴田さんは、今後自身で

不動産管理をすることが困難になることに備え、委託者兼受益者を柴田さん、受託者を長男、

信託財産を賃貸マンションとする信託法に規定する信託を検討している。信託に関する次の

記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．柴田さんが賃貸マンションを信託財産とする場合、その信託財産から生じた賃料など信託財

産の管理・処分等により受託者が得た財産は信託財産に属さない。 

２．柴田さんが賃貸マンションを信託財産とする場合、信託財産の所有権は、信託契約により委

託者である柴田さんから受託者である長男へ移転するため、長男が破産したときは、信託財

産にもその影響が及ぶ。 

３．当初の受益者を柴田さん、柴田さんの死亡後の受益者を妻、妻の死亡後の受益者を長男とす

るように、受益者を連続させる信託契約も可能である。 

４．柴田さんが賃貸マンションを信託財産とする場合、委託者兼受益者である柴田さんの死亡に

より信託契約が終了したときにおいて、受託者である長男が賃貸マンションの所有権を有し

ているため、当該賃貸マンションは相続税の課税対象とはならない。 

 

 

  

 妻（６８歳） 

 長男（４１歳） 

 長女（３９歳） 

 柴田さん（７０歳） 
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（問題８） 
 

（設問Ｂ）柴田さんに相続が開始し、共同相続人が相続により取得した被相続人名義の預貯金が以下の

とおりである場合、遺産分割前に、家庭裁判所の判断や他の相続人との合意を経ずに長女が

単独で払戻しを受けることができる金額の限度額として、正しいものはどれか。なお、相続

人は親族関係図のとおりとする。 

 

相続により取得した預貯金 金額 備考 

Ａ銀行Ｏ支店の普通預金 １０,８００千円 

・ 金額は相続開始時の預貯金額である。 

・ 各支店にはそれぞれ１口座がある。 

Ａ銀行Ｐ支店の普通預金 ８,４００千円 

Ｂ銀行Ｑ支店の普通預金 １８,６００千円 

Ｃ農業協同組合Ｒ支店の普通貯金 ３００千円 

 

１．３,０２５千円 

２．３,０７５千円 

３．３,１２５千円 

４．４,５７５千円 

 

（問題９） 
 

（設問Ｃ）柴田さんは、自身に相続が開始した後も、妻が柴田さん所有の自宅（以下「自宅」という）

に住み続けることができるよう、配偶者居住権を取得させたいと考えている。配偶者居住権

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、柴田さん夫婦は、相続開始時

に自宅に居住しているものとする。 

 

１．柴田さんの相続開始時に自宅が柴田さんと長男との共有である場合、妻は配偶者居住権を取

得することはできない。 

２．柴田さんが遺言により妻に配偶者居住権を取得させる場合、配偶者居住権の存続期間を定め

た場合であっても、その存続期間は妻の終身の間となる。 

３．妻が配偶者居住権を取得し、長男が自宅およびその敷地の所有権を相続した場合、その後、

妻が配偶者居住権の存続期間の満了前に配偶者居住権を放棄し、長男がその対価を支払わな

かったときは、原則として、贈与税の課税対象となる。 

４．自宅の一部が柴田さんの営む飲食店の用に供されている場合であっても、配偶者居住権の効

力は自宅の全部に及ぶ。 
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問３ 

 遺言および成年後見制度等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１

つ選んでください。 

 

（問題１０） 
 

（設問Ａ）自筆証書遺言書保管制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．自筆証書遺言書の保管を法務局（以下「遺言書保管所」という）に申請する場合、遺言書は

法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。 

２．遺言者は、遺言書保管所に預けている遺言書の内容を確認したいときは、いつでも、遺言書

保管所に対して、自身の遺言書の閲覧の請求をすることができる。 

３．遺言者の死亡後、遺言書に記載された遺言執行者は、その死亡した者の遺言書が遺言書保管

所に保管されているか否かの保管の事実を知ることはできるが、その遺言書の内容を確認す

ることはできない。 

４．遺言書保管所に自筆証書遺言書の保管を申請する場合、遺言者本人が遺言書保管所へ出頭し

なければならないため、病気等により遺言者本人が出頭できないときは申請することができ

ない。 

 

（問題１１） 
 

（設問Ｂ）公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合、遺言者は、公証人および証人の前で、

遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、遺言者が遺言の趣旨を公証人に

口授することに代えなければならない。 

２．公証人は、その作成した公正証書遺言書を、列席者に読み聞かせ、または閲覧させ、列席者

からその記載または記録の正確なことの承認を得なければならない。 

３．先に作成された公正証書遺言を全部撤回するため、まったく異なる内容の新たな公正証書遺

言書が作成された場合であっても、遺言者の相続開始後に、遺言者の相続人は、公証役場に

公正証書遺言書の謄本を請求することにより、先に作成された公正証書遺言の内容を知るこ

とができる。 

４．公正証書遺言書の作成に当たり、遺言者は、公正証書遺言書の原本を書面で作成するか電磁

的記録で作成するかを選択することができる。 
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（問題１２） 
 

（設問Ｃ）成年後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為は、成年後

見人の同意を得て行った場合には、原則として成年被後見人が取り消すことはできない。 

２．保佐および補助開始の審判について、本人以外の者が申立てを行う場合、本人の同意が必要

である。 

３．任意後見監督人は、本人が任意に選任することができる。 

４．任意後見監督人が選任される前においては、本人または任意後見受任者は、いつでも、公証

人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。 

 

（問題１３） 
 

（設問Ｄ）遺言執行者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．遺言執行者がある場合、相続人が遺言に反して相続財産を処分した行為は、原則として無効

となる。 

２．遺言執行者がない場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者の選任をすること

ができる。 

３．遺言執行者が複数人いる場合、保存行為を含めて遺言執行者の任務の執行は過半数で決する。 

４．遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 
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問４ 

 次の設例に基づき、相続税の仕組みと課税財産に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答え

を１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

千田裕樹さん（以下「千田さん」という）は、２０２６年４月１２日に徳島県内の病院で死亡した。

千田さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、千田さんおよびその相続人等は、全員

日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、千田さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、

相続人等の中に相続時精算課税制度を選択した者はおらず、各設問間に関連はないものとする。 

 

［相続人等関係図］ 

 

・ 妻、長女、二女、孫Ａおよび孫Ｂは、いずれも相続または特定遺贈により財産を取得している。 

・ 二女は、千田さんの相続について、相続の放棄をしている。 

 

  

 妻 

 千田さん（被相続人） 

 長男（すでに死亡） 

 二女（相続放棄） 

 長男の妻 

 孫Ａ 

 孫Ｂ 

 長女 

 長女の夫 
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（問題１４） 
 

（設問Ａ）千田さんの死亡により、生命保険契約に基づき、相続人等は以下の死亡保険金を一時金で受

け取った。妻が受け取った死亡保険金のうち、妻の相続税の課税価格に算入される金額（生

命保険金の非課税金額控除後の金額）として、正しいものはどれか。 

 

区分 
保険契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 

死亡保険金 

受取人 
金額 

ＭＡ保険 

死亡保険金 千田さん 千田さん 

妻 ４５,０００千円 

ＭＢ保険 長男の妻 １０,０００千円 

ＭＣ保険 孫Ａ ５,０００千円 

ＭＤ保険 孫Ｂ ５,０００千円 

ＭＥ保険 長女 ５,０００千円 

ＭＦ保険 二女 ５,０００千円 

 

１．２２,５００千円 

２．２６,２５０千円 

３．３０,０００千円 

４．３３,０００千円 

 

（問題１５） 
 

（設問Ｂ）妻は、千田さんの死亡により、千田さんが勤務していた会社から、以下の退職手当金と弔慰

金を受け取った。また、千田さんは１５年前から個人型確定拠出年金に加入しており、妻が

死亡一時金を受け取った。これらの金額のうち、相続財産とみなされて退職手当金等として

妻の相続税の課税価格に算入される金額（退職手当金等の非課税金額控除後の金額）として、

正しいものはどれか。なお、千田さんの死亡時の賞与以外の普通給与は月額８００千円であ

り、千田さんの死亡は業務上の死亡ではない。 

 

［妻が受け取った退職手当金等の状況］ 

区分 金額 備考 

退職手当金 ３０,０００千円 
退職給与規程に基づくものであり、２０２６年４月１７日に支給額

が確定し、２０２６年４月２４日に支払われた。 

弔慰金  ５,０００千円 
弔慰金規程に基づくものであり、実質的に退職手当金に該当する部

分はなく、２０２６年４月２４日に支払われた。 

死亡一時金  ３,０００千円 
個人型確定拠出年金の死亡一時金であり、妻が請求し、２０２６年

５月２９日に支払われた。 

 

１． ５,２００千円 

２． ８,０００千円 

３． ８,２００千円 

４．１３,２００千円 
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（問題１６） 
 

（設問Ｃ）千田さんの相続に係る債務および葬式費用に関連するものは以下のとおりであり、各人が負

担した金額は、いずれも相続または特定遺贈により取得した財産の価額の範囲内であった。

千田さんの相続に係る相続税の課税価格の計算上、債務控除をすることができる金額の合計

額として、正しいものはどれか。 

 

内容 金額 負担者 備考 

銀行借入金 ３,５００千円 
妻 

（注１） 

遺言執行費用 ７００千円 （注２） 

固定資産税 ２００千円 
長女 

（注３） 

準確定申告の所得税 ４００千円 （注４） 

葬式費用 ２,７００千円 妻、長男の妻および二女 （注５、注６） 

（注１）千田さんが生前に住宅をリフォームした際の銀行借入金の相続開始時における未返済額である。 

（注２）遺言執行者である弁護士に対して千田さんの死亡後に支払った報酬である。 

（注３）２０２６年度分の固定資産税で、千田さんの相続開始時における未納額である。 

（注４）千田さんに係る準確定申告の所得税額であり、２０２６年７月中に期限内申告をしている。 

（注５）葬式費用は妻、長男の妻および二女が各々均等に負担した。葬式費用には、香典返しに要した

費用３００千円が含まれている。なお、妻は香典収入６００千円を取得している。 

（注６）千田さんの職業、財産その他の事情に照らして相当であると認められる金額である。 

 

１．４,７００千円 

２．４,９００千円 

３．５,７００千円 

４．６,５００千円 
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（問題１７） 
 

（設問Ｄ）２０２９年４月に死亡した被相続人が、配偶者に対して以下のとおり贈与をしていた場合、

配偶者の相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額の合計額として、正しいものはどれ

か。なお、配偶者は、贈与時および相続開始時のいずれの時においても居住無制限納税義務

者であり、被相続人から相続により財産を取得し、相続税の申告義務があるものとする。ま

た、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

贈与年月 贈与財産 
贈与時の 

相続税評価額 

相続開始時の 

相続税評価額 
備考 

２０２２年９月 現金 ２,０００千円 ２,０００千円 （注１） 

２０２４年６月 現金   ３００千円   ３００千円 （注２） 

２０２５年９月 有価証券   ５００千円 １,０００千円 （注２） 

２０２６年８月 有価証券 ４,０００千円 ８,０００千円 － 

２０２７年６月 現金   ８００千円   ８００千円 （注２） 

２０２９年３月 現金 １,５００千円 １,５００千円 （注１） 

（注１）これらの贈与について、贈与税の配偶者控除の適用は受けていないものとする。 

（注２）これらの贈与について、贈与税の基礎控除額の範囲内であるため、贈与税の申告および納付は

していないものとする。 

 

１． ６,１００千円 

２． ６,３００千円 

３． ７,１００千円 

４．１０,６００千円 

 

  



 
相続・事業承継設計 2026年度第1回 

14 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 相 続 ・ 事 業 承 継 設 計 

問５ 

 次の設例に基づき、小規模宅地等の特例（以下「本特例」という）に関する以下の設問Ａ～Ｃについ

て、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

北山大地さん（以下「北山さん」という）は、２０２６年５月２０日に東京都内の自宅で死亡し

た。北山さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、北山さんおよびその相続人等は、

全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、北山さんの所有財産はすべて日本国内にある。

また、相続人等の中に相続時精算課税制度を選択した者はおらず、各設問間に関連はないものと

する。 

 

［相続人等関係図］ 

 

・ 妻、長男、長女、二男および孫は、いずれも相続または特定遺贈により財産を取得している。 

 

  

 妻 

 長男 

 長男の妻 
 北山さん（被相続人） 

 二男 

 長女 

 長女の夫 

 孫 
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［相続開始時における不動産の状況］ 

相続人等が相続等により 

取得した宅地等 
相続開始直前の状況等 

北山さんの自宅の敷地 

・ 北山さんの自宅は、北山さん夫婦および孫の居住の用に供されて

いる。 

・ 孫は、北山さんと生計を一にしている。 

長男の自宅の敷地 

・ 長男の自宅は、長男および長男の妻の居住の用に供されている。 

・ 長男の自宅の所有者は長男である。 

・ 敷地は、北山さんから使用貸借により借り受けている。 

・ 長男および長男の妻は、北山さんと生計を一にしていない。 

店舗の敷地 

・ 店舗は、二男が事業主である小売業の用に供されている。 

・ 店舗は、二男が北山さんから使用貸借により借り受けている。 

・ 二男は、北山さんと生計を一にしていない。 

賃貸用ビルの敷地 

・ 賃貸用ビルは、完成時から第三者へ適正賃料で賃貸されている。 

・ 北山さんは、相続開始の２年前に賃貸用ビルを建設し新たに貸付

事業を開始しており、この建設前に事業的規模の貸付事業を行っ

たことはない。 

・ 北山さんが所有する賃貸用ビルはこの１棟のみである。 

月極駐車場 

・ 第三者へ適正賃料（駐車場使用料）で賃貸されている。 

・ 北山さんは、相続開始の５年前からこの貸付事業（駐車場業）を開

始している。 

・ アスファルト舗装等の構築物が設置されているが、事業的規模の

貸付事業には該当しない。 

（注）長男の自宅を除き、建物の所有者は北山さんである。 

 

（問題１８） 
 

（設問Ａ）相続人等が北山さんから相続または遺贈により宅地等を取得し、当該宅地等について本特例

を選択する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、建物を取得す

る者はその敷地を取得する者と同一であるものとし、記載のない事項については、本特例の

適用要件を満たしているものとする。 

 

１．長男が長男の自宅の敷地を取得した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。 

２．孫が北山さんの自宅の敷地を取得した場合、孫は本特例の適用を受けることができる。 

３．長女が月極駐車場を取得し、相続税の申告期限までに貸付事業（駐車場業）を引き継ぎ、相

続税の申告期限まで当該貸付事業を行っている場合、長女は本特例の適用を受けることがで

きる。 

４．二男が店舗の敷地を取得し、相続税の申告期限までこの宅地上で引き続きこの小売業を営ん

でいる場合、二男は本特例の適用を受けることができる。 
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（問題１９） 
 

（設問Ｂ）妻が北山さんから相続により次の宅地等を取得した場合、妻の相続税の課税価格に算入すべ

き価額として、正しいものはどれか。なお、本特例については、妻の相続税の課税価格に算

入すべき価額が最も少なくなるように選択して適用を受けるものとする。また、建物を取得

する者は妻であり、他の相続人の本特例の選択は考慮しないものとし、記載のない事項につ

いては、本特例の適用要件を満たしているものとする。 

 

妻が相続により 

取得した宅地等 
地積 

相続開始時の 

相続税評価額 
相続開始直前の状況等 

北山さんの自宅の敷地 ２６４ｍ2 １１５,５００千円 

設例のとおり。 賃貸用ビルの敷地 １６０ｍ2  ６９,６００千円 

月極駐車場 １６０ｍ2  ６８,８００千円 

（注）貸付事業用宅地等がある場合の本特例に係る限度面積の算式  

Ⅰ×
２００

 ４００ 
＋Ⅱ×

２００

 ３３０ 
＋Ⅲ≦２００ｍ2 

Ⅰ：特定事業用宅地等の面積  

Ⅱ：特定居住用宅地等の面積  

Ⅲ：貸付事業用宅地等の面積 

 

１．１４４,２００千円 

２．１５２,８００千円 

３．１５２,９００千円 

４．１６１,５００千円 
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（問題２０） 
 

（設問Ｃ）被相続人の居住の用に供されていた宅地等（以下「宅地等」という）の本特例の適用に関す

る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本特例

の適用要件を満たしているものとする。また、本設問は、設例との直接的な関連はないもの

とする。 

 

１．被相続人と同居していた配偶者が宅地等を取得後、当該宅地等を相続税の申告期限までに売

却した場合であっても、当該宅地等について、本特例の適用を受けることができる。 

２．被相続人と同居していた子が相続の放棄をしたが、遺贈により宅地等を取得した場合、当該

宅地等について、本特例の適用を受けることができない。 

３．被相続人と別居していた配偶者が宅地等を取得した場合、当該宅地等を相続税の申告期限ま

でに自らの居住の用に供していないときであっても、当該宅地等について、本特例の適用を

受けることができる。 

４．被相続人と同居していた子が宅地等を取得後、当該宅地等を相続税の申告期限までに貸家の

敷地の用に転用し、その者の居住の用に供しなくなった場合には、当該宅地等について、本

特例の適用を受けることができない。 
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問６ 

 次の設例に基づき、相続税の総額等に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の

中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

成田博さん（以下｢成田さん｣という）は、２０２６年３月２０日に東京都内の病院で死亡した。成

田さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、成田さんおよびその相続人等は、全員日

本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、成田さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、

相続人等の中に相続時精算課税制度を選択した者はおらず、各設問間に関連はないものとする。 

 

［相続人等関係図］ 

 

・ 成田さんは、１９７６年９月に妻と前夫の子Ａを普通養子としている。 

・ 成田さん夫婦は、１９８２年４月に成田さんの甥（養子Ｂ）を普通養子としている。 

・ 孫Ｄは、養子Ｂと成田さん夫婦との養子縁組後に出生している。 

・ 成田さん夫婦は、２０１４年５月に孫Ｄを、２０２２年５月に孫Ｃを普通養子としている。 

・ 長女は、成田さんの相続について、相続の放棄をしている。 

・ 妻、養子Ａ、長女、二女、養子Ｃ（孫Ｃ）および養子Ｄ（孫Ｄ）は、いずれも相続または特定

遺贈により財産を取得している。 

  

 妻 

 成田さん（被相続人）  二女の夫 

 二女 

 養子Ｄ（普通養子） 

 養子Ｂ（普通養子・すでに死亡） 

 養子Ｂの妻 

 孫Ｃ 

 孫Ｄ 

 妻の前夫（すでに死亡） 

 妻と前夫の子Ａ 

 養子Ａ（普通養子） 

 養子Ｃ（普通養子） 

 長女（相続放棄） 
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＜相続税の速算表＞ 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 

 １０,０００千円 以下 １０％ － 

１０,０００千円 超 ３０,０００千円 以下 １５％    ５００千円 

３０,０００千円 超 ５０,０００千円 以下 ２０％  ２,０００千円 

５０,０００千円 超 １００,０００千円 以下 ３０％  ７,０００千円 

１００,０００千円 超 ２００,０００千円 以下 ４０％ １７,０００千円 

２００,０００千円 超 ３００,０００千円 以下 ４５％ ２７,０００千円 

３００,０００千円 超 ６００,０００千円 以下 ５０％ ４２,０００千円 

６００,０００千円 超  ５５％ ７２,０００千円 

 

（問題２１） 
 

（設問Ａ）成田さんの相続に係る相続税における遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。 

 

１．４８,０００千円 

２．５４,０００千円 

３．６０,０００千円 

４．６６,０００千円 

 

（問題２２） 
 

（設問Ｂ）成田さんの相続に係る相続税の課税遺産総額（課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額

を控除した金額）が６００,０００千円であった場合、相続税の総額として、正しいものは

どれか。 

 

１．１６３,０００千円 

２．１７２,０００千円 

３．１７７,０００千円 

４．１８２,０００千円 
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（問題２３） 
 

（設問Ｃ）成田さんの相続に係る各相続人等の相続税の算出税額が以下のとおりである場合、各相続人

等の相続税の算出税額に加算される相続税額の２割加算額の合計額として、正しいものは

どれか。 

 

各相続人等 相続税の算出税額 

養子Ａ １８,３００千円 

長女  ９,１５０千円 

二女 ２３,７９０千円 

養子Ｃ（孫Ｃ） １８,３００千円 

養子Ｄ（孫Ｄ） ２１,９６０千円 

 

１．３,６６０千円 

２．５,４９０千円 

３．８,０５２千円 

４．９,８８２千円 

 

（問題２４） 
 

（設問Ｄ）配偶者に対する相続税額の軽減（以下「本制度」という）に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本制度の適用要件を満たしている

ものとする。また、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．相続の放棄をした配偶者が遺贈により財産を取得した場合、本制度の適用を受けることがで

きる。 

２．相続税の期限後申告書を提出した配偶者は、本制度の適用を受けることができない。 

３．配偶者が非居住制限納税義務者に該当する場合、本制度の適用を受けることができる。 

４．被相続人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者であっても、戸籍上婚姻の届

出をしていない場合は、本制度の適用を受けることができない。 
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（問題２５） 
 

（設問Ｅ）相次相続控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、被相続人の相続開

始前１０年以内に開始した相続を「１次相続」、被相続人に係る相続を「２次相続」という。

また、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．相続の放棄をした者が遺贈により財産を取得した場合、相次相続控除の適用を受けることが

できる。 

２．相次相続控除額の計算の基礎となる２次相続に係る被相続人が１次相続の際に課せられた相

続税額には、延滞税、利子税および各種加算税も含まれる。 

３．代襲相続人である孫が相続により財産を取得した場合、相次相続控除の適用を受けることが

できない。 

４．２次相続に係る被相続人が、１次相続において相続により財産を取得したが、小規模宅地等

の特例の適用によって相続税額が算出されなかった場合、２次相続に係る被相続人の相続人

は、相次相続控除の適用を受けることができない。 
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問７ 

 相続税の申告および納付等に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１

つ選んでください。 

 

（問題２６） 
 

（設問Ａ）相続税の物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入

されるが、物納に充てることはできない。 

２．物納財産が小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等であっても、当該宅地等を国が収納す

るときの価額は、小規模宅地等の特例の適用前の価額による。 

３．相続税額を超える価額の土地（棚卸資産ではない）を物納した場合において、金銭により還

付されるその土地の超過物納部分については、譲渡所得として所得税の課税対象となる。 

４．物納申請した財産が管理処分不適格財産に該当するとして物納申請が却下された場合、その

物納申請者は、物納申請の却下通知を受け取った日の翌日から２０日以内に１財産について

１回に限り、他の財産による物納の再申請をすることができる。 

 

（問題２７） 
 

（設問Ｂ）相続税の申告手続き等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．相続税の期限内申告書を提出した者が、その申告期限後に申告書に記載した納付すべき相続

税額が計算の誤りにより過大であることが分かった場合、法定申告期限から５年以内であれ

ば、更正の請求をすることができる。 

２．相続税の期限内申告書を提出した者が、その申告期限後に申告書に記載した納付すべき相続

税額が相続財産の計上漏れにより不足があることが分かった場合、法定申告期限から５年以

内に修正申告書を提出しなければならない。 

３．相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立せず、相続財産の全部または一部が共同相続人

によって分割されていない場合、所定の届出をすることにより、相続税の申告期限を最長で

３年間、延長することができる。 

４．相続により財産を取得した者が成年被後見人である場合、その相続税の申告期限は、当該成

年被後見人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヵ月以内である。 
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（問題２８） 
 

（設問Ｃ）所得税の準確定申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．被相続人に係る医療費を死亡後に相続人が支払った場合、相続人が支払った当該医療費は、

被相続人の死亡した年分の準確定申告において医療費控除の対象とはならない。 

２．所得税の確定申告書を提出すべき者（被相続人）が、提出期限までに確定申告書を提出せず

に死亡した場合、その者の相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌

日から４ヵ月を経過した日の前日までに、その被相続人に係る準確定申告書を提出しなけれ

ばならない。 

３．相続人が２人以上いる場合で、被相続人に係る準確定申告書を他の相続人の氏名を付記して

別々に提出した場合、当該準確定申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告書に記載し

た事項の要領を通知しなければならない。 

４．被相続人に支給されるべき国民年金で、未支給の国民年金（未支給年金）を相続人が請求し

支給を受けた場合、その未支給年金は相続税の課税対象となる。 
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問８ 

 贈与税および相続時精算課税制度に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。なお、贈与税額については、納付すべき税額が最も少なくなるように計算し

てください。 

 

＜贈与税の速算表＞ 

（イ）１８歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合（特例贈与財産、特例税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２,０００千円 以下 １０％ － 

２,０００千円 超 ４,０００千円 以下 １５％   １００千円 

４,０００千円 超 ６,０００千円 以下 ２０％   ３００千円 

６,０００千円 超 １０,０００千円 以下 ３０％   ９００千円 

１０,０００千円 超 １５,０００千円 以下 ４０％ １,９００千円 

１５,０００千円 超 ３０,０００千円 以下 ４５％ ２,６５０千円 

３０,０００千円 超 ４５,０００千円 以下 ５０％ ４,１５０千円 

４５,０００千円 超  ５５％ ６,４００千円 

 

（ロ）上記（イ）以外の場合（一般贈与財産、一般税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２,０００千円 以下 １０％ － 

２,０００千円 超 ３,０００千円 以下 １５％   １００千円 

３,０００千円 超 ４,０００千円 以下 ２０％   ２５０千円 

４,０００千円 超 ６,０００千円 以下 ３０％   ６５０千円 

６,０００千円 超 １０,０００千円 以下 ４０％ １,２５０千円 

１０,０００千円 超 １５,０００千円 以下 ４５％ １,７５０千円 

１５,０００千円 超 ３０,０００千円 以下 ５０％ ２,５００千円 

３０,０００千円 超  ５５％ ４,０００千円 
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（問題２９） 
 

（設問Ａ）目黒さん（受贈時における年齢は２７歳）が２０２６年中に以下の財産の贈与を受けた場合、

目黒さんが納付すべき２０２６年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、目黒さ

んは相続時精算課税制度を選択せず、直系尊属から贈与を受けた場合の各種非課税の特例の

適用を受けないものとする。 

 

贈与者 贈与財産 贈与時の相続税評価額 

父 上場株式 ４,８００千円 

祖母 上場株式 ５,２００千円 

叔父 現金 ２,５００千円 

 

１．１,９１０千円  

２．２,０７８千円 

３．２,６６０千円 

４．２,８０４千円 

 

（問題３０） 
 

（設問Ｂ）大場さんが以下の財産の贈与を受けた場合、大場さんが納付すべき２０２６年分の贈与税額

として、正しいものはどれか。なお、大場さんは直系尊属から贈与を受けた場合の各種非課

税の特例の適用を受けないものとする。 

 

贈与年月 贈与者 贈与財産 贈与時の相続税評価額 備考 

２０２３年 ５月 父 現金 １０,０００千円 
（注） 

２０２６年 ３月 母 現金 ３０,２５０千円 

２０２６年１０月 父 上場株式 ２４,７５０千円 － 

（注）大場さんは、いずれの贈与についても、初めて相続時精算課税制度を選択している。 

 

１．２,３４０千円 

２．２,５６０千円 

３．２,７８０千円 

４．３,０００千円 
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（問題３１） 
 

（設問Ｃ）「贈与税の配偶者控除｣(以下「本特例」という）に関する次の記述のうち、最も適切なもの

はどれか。なお、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たしているものとする。 

 

１．２０２６年中に配偶者から店舗併用住宅の贈与を受けた場合、居住用部分の面積が、その店

舗併用住宅の面積の９０％以上であるときは、その店舗併用住宅の全部を居住用不動産とし

て本特例を適用することができる。 

２．日本国外にある居住用不動産の贈与を受けた場合であっても、本特例の適用を受けることが

できる。 

３．配偶者から夫婦が居住している家屋の敷地のみの贈与を受けた場合は、本特例の適用を受け

ることができない。 

４．２０２６年中に配偶者から居住用不動産の贈与を受けた後、同年中にその配偶者が死亡した

ことにより財産を相続した場合、その居住用不動産について本特例の適用を受けることはで

きない。 

 

（問題３２） 
 

（設問Ｄ）相続時精算課税制度（以下「本制度」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。なお、記載のない事項については、本制度の適用要件を満たしているものとする。 

 

１．本制度を選択した受贈者は、特定贈与者が死亡した場合の相続について相続の放棄をし、遺

贈により財産を取得しなかった場合であっても、本制度の適用を受けた財産は遺贈により取

得したものとみなされて、相続税の課税対象となる。 

２．贈与者と養子縁組をすることにより贈与者の推定相続人となった者について、その養親から

の贈与について本制度を選択することができるのは、養子縁組をした年の翌年以後の年分か

らである。 

３．本制度の適用を受けた宅地等は、特定贈与者の死亡により相続税の課税価格に加算されるも

のであっても、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。 

４．本制度の適用を受けることができる受贈者が、相続時精算課税選択届出書（以下「届出書」

という）の提出期限前に届出書を提出しないで死亡したときは、その受贈者の相続人（特定

贈与者を除く）が一定の期間内に届出書を提出することにより、その受贈者は本制度の適用

を受けることができる。 
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（問題３３） 
 

（設問Ｅ）贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．個人が法人からの贈与により財産を取得した場合、贈与税の課税対象とはならないため、贈

与税の申告は不要である。 

２．被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者が、相続があった年にその被相続人か

ら贈与により財産を取得していた場合、原則として、その贈与により取得した財産について、

贈与税の申告は不要である。 

３．贈与税の延納の許可を申請する場合、延納期間が３年以下であれば、延納税額にかかわらず、

延納税額に相当する担保を提供する必要はない。 

４．贈与税の申告書を提出した者は、計算の誤りによって納付すべき贈与税額が過大であった場

合、法定申告期限から６年以内であれば、更正の請求をすることができる。 
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問９ 

 次の設例に基づき、不動産の相続税評価に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～

４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

加瀬壮太さん（以下「加瀬さん」という）および長男は、以下の不動産を所有している。なお、加

瀬さんの推定相続人は、妻および長男の２人である。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［不動産の状況］ 

 

・ 地区区分 普通住宅地区 

・ 奥行価格補正率（奥行１０ｍ以上２４ｍ未満） １.００ 

・ 側方路線影響加算率 

角地 ０.０３ 

準角地 ０.０２ 

・ その他の補正率については、考慮しないものとする。 

・ 借地権割合 ５０％ 

・ 借家権割合 ３０％ 

・ 甲宅地は、Ａ部分（乙建物の敷地）、Ｂ部分（丙建物の敷地）およびＣ部分（丁建物の敷地）か

らなる１筆の宅地であり、借地権の設定の対価として権利金その他一時金を支払う取引上の慣

行がある地域にある。 

  

路線価４５０千円 

２０ｍ 路線価 

２００千円 

路線価 

２００千円 

乙建物 

Ａ部分 

２００ｍ2 

丙建物 

Ｂ部分 

２００ｍ2 

丁建物 

Ｃ部分 

２００ｍ2 

１０ｍ 

加瀬さん所有の甲宅地 

１０ｍ １０ｍ 
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（問題３４） 
 

（設問Ａ）現時点で加瀬さんに相続が開始し、相続開始時における建物の状況が以下のとおりである場

合、妻が甲宅地のＡ部分およびＢ部分を取得したときの甲宅地のＡ部分およびＢ部分の相続

税評価額として、正しいものはどれか。なお、小規模宅地等の特例については考慮しないも

のとする。 

 

［相続開始時における建物の状況］ 

 建物の所有者 建物等の利用状況 

乙建物 加瀬さん ・ 加瀬さんおよび妻の居住の用に供されている。 

丙建物 長男 
・ 長男の居住の用に供されている。 

・ 甲宅地のＢ部分は使用貸借により借り受けている。 

 

１．１８０,８００千円 

２．１８１,２００千円 

３．１８１,６００千円 

４．１８２,４００千円 

 

（問題３５） 
 

（設問Ｂ）現時点で加瀬さんに相続が開始し、相続開始時における建物の状況が以下のとおりである場

合、長男が甲宅地のＢ部分およびＣ部分を取得したときの甲宅地のＢ部分およびＣ部分の相

続税評価額として、正しいものはどれか。なお、小規模宅地等の特例については考慮しない

ものとする。 

 

［相続開始時における建物の状況］ 

 建物の所有者 建物等の利用状況 

丙建物 長男 
・ 長男の居住の用に供されている。 

・ 甲宅地のＢ部分は使用貸借により借り受けている。 

丁建物 加瀬さん 
・ 第三者に適正賃料で賃貸されている。 

・ 賃貸割合は１００％である。 

 

１．１６７,１８０千円 

２．１６７,５２０千円 

３．１６７,９８０千円 

４．１６８,７２０千円 
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（問題３６） 
 

（設問Ｃ）現時点で加瀬さんに相続が開始し、相続開始時における丁建物の状況が以下のとおりである

場合、長男が丁建物を取得したときの丁建物の相続税評価額として、正しいものはどれか。

なお、相続開始時の丁建物の固定資産税評価額は２０,０００千円であるものとする。 

 

［相続開始時における丁建物の状況］ 

 建物の所有者 建物の利用状況 

丁建物 加瀬さん 

・ 独立部分は全４戸である。 

・ 各独立部分の床面積：５０ｍ2 

・ 各独立部分の床面積の合計：２００ｍ2 

・ 全４戸のうち２戸は、空室である。ただし、このうち１戸は、それまで

継続的に第三者に適正賃料で賃貸されていたが、相続開始時において一

時的に空室となっていたものであり、空室であった間も賃借人の募集が

行われ、相続開始直後には賃借人が入居し賃貸が開始されている。 

・ 全４戸のうち上記以外の２戸は、第三者に適正賃料で賃貸されている。 

 

１．１５,５００千円 

２．１７,０００千円 

３．１７,７５０千円 

４．１８,５００千円 
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（問題３７） 
 

（設問Ｄ）居住用の区分所有財産（以下「分譲マンション」という）の相続税評価に関する次の記述の

空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、

本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

・ 分譲マンションの相続税評価について、「相続税評価額」と「市場価格」との大きな乖離が生じ

ているケースを適正化するため、２０２４年１月１日以後に相続等により取得した分譲マンシ

ョンの評価方法が新たに定められている。新たな評価方法の適用対象となる分譲マンションの

価額については、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「（ ア ）」、「総階数

指数」、「所在階」および「敷地持分狭小度」の４つの指数に基づいて、従来の評価方法により

計算した相続税評価額を補正する方法により評価する。 

・ 具体的には、上記４つの指数に基づき評価乖離率を求め、これに基づいて、例えば、従来の評

価方法により計算した相続税評価額が市場価格（理論値）の（ イ ）％に達しない場合には、

（ イ ）％に達するまで従来の評価方法により計算した相続税評価額を補正する。 

・ なお、地階を除く総階数が（ ウ ）以下の分譲マンションの価額については、新たな評価方

法の適用対象とはならず、従来の評価方法により評価する。 

 

１．（ア）築年数  （イ）６０ （ウ） ２ 

２．（ア）所在地域 （イ）８０ （ウ） ２ 

３．（ア）築年数  （イ）８０ （ウ）２０ 

４．（ア）所在地域 （イ）６０ （ウ）２０ 
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問１０ 

 相続等により取得した財産の相続税評価額に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１

～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３８） 
 

（設問Ａ）２０２６年４月２９日に死亡した布施さんが保有していたＸＡ株式会社（以下「ＸＡ社」と

いう）の株式（上場株式）５,０００株を相続人等が取得した場合、その者の相続税の課税

価格に算入される財産の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、布施さんは当該

株式５,０００株を２０２３年１０月１０日に購入し、死亡日まで継続して保有していた。

また、配当金が支払われる際に源泉徴収されるべき所得税等は考慮しないものとする。 

 

［ＸＡ社の株価の状況］ 

区分 株価 

２０２６年２月の毎日の最終価格の月平均額 ４９７円 

２０２６年３月の毎日の最終価格の月平均額 ５０３円 

２０２６年３月１日から同月２６日までの毎日の最終価格の平均額 ５０５円 

２０２６年３月２７日から同月３１日までの毎日の最終価格の平均額 ４７０円 

２０２６年４月の毎日の最終価格の月平均額 ４８０円 

２０２６年４月２８日（火）の最終価格 ４７２円 

２０２６年４月２９日（水）の最終価格 取引なし 

２０２６年４月３０日（木）の最終価格 ４７８円 

 

課税時期の直前期：２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日 

課税時期における１株当たりの予想配当金額：３円 

配当金の交付の基準日：２０２６年３月３１日 

配当落ち日：２０２６年３月２７日 

配当金の交付の効力発生日：２０２６年５月２９日 

 

１．２,３５０,０００円 

２．２,３６０,０００円 

３．２,３７５,０００円 

４．２,３９０,０００円 
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（問題３９） 
 

（設問Ｂ）２０２６年６月２０日に死亡した宇野さんが保有していた米ドル建て外貨普通預金および外

国為替相場の状況は以下のとおりである。この米ドル建て外貨普通預金を相続人等が取得し

た場合、その相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、既経過利子については考慮

しないものとする。 

 

［米ドル建て外貨普通預金および外国為替相場の状況］ 

課税時期現在の預入高 ５０,０００米ドル 

預入時のＴＴＳ（対顧客直物電信売相場） １米ドル＝１２４.３０円 

２０２６年６月１９日（金）のＴＴＢ（対顧客直物電信買相場） １米ドル＝１５５.５０円 

２０２６年６月１９日（金）のＴＴＭ（対顧客直物電信売買相場の仲値） １米ドル＝１５６.５０円 

２０２６年６月２０日（土）の為替相場 公表なし 

２０２６年６月２１日（日）の為替相場 公表なし 

２０２６年６月２２日（月）のＴＴＢ １米ドル＝１５４.８０円 

２０２６年６月２２日（月）のＴＴＭ １米ドル＝１５５.８０円 

（注）宇野さんはこの外貨普通預金について、為替予約は締結していない。 

 

１．６,２１５,０００円 

２．７,７４０,０００円 

３．７,７７５,０００円 

４．７,８２５,０００円 

 

（問題４０） 
 

（設問Ｃ）２０２６年３月１０日に死亡した塩谷さんが保有していた個人向け国債の状況は以下のとお

りである。この個人向け国債を相続人等が取得した場合、その相続税評価額として、正しい

ものはどれか。 

 

［個人向け国債の状況］ 

額面金額 ５,０００千円 

発行日 ２０２４年８月１５日 

相続開始日より前までの受取利子の累計額 ４５,７５０円 

経過利子相当額 １,９２１円 

中途換金調整額 ２４,３０２円 

 

１．４,９７７,６１９円 

２．５,００１,９２１円 

３．５,０２６,２２３円 

４．５,０７１,９７３円 
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問１１ 

 次の設例に基づき、相続税の課税価格等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～

４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

室井慎太郎さん（以下「室井さん」という）は、２０２６年３月２０日にＸ国（日本ではない外国）

の病院で死亡した。室井さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、相続人等の中に相

続時精算課税制度を選択した者はいない。また、国外転出時課税制度については考慮しないものと

する。 

 

［相続人等関係図および国籍に関する事項］ 

 

※室井さん、妻、長女および二女は日本国籍を有しており、日本国籍の有無については、過去に変

更はなかったものとする。 

 

［住所地等に関する事項］ 

 
※一時居住者に該当する期間はないものとする。 

 

  

 妻 

 長女 

 二女 

 室井さん（被相続人） 

Ｘ国 

▼ 

２０２６年 

３月２０日 
▼ 

室井さん 

および妻 

２０１１年

３月２０日 

２０２５年 

１０月３日 
▼ 

大阪府 

▼ 

２０１４年

９月２１日 

長女 

二女 

相続開始時 
▲ 

相続開始 

１５年前 

▲ 

２０１７年

１０月１日 
▼ 

大阪府 Ｘ国 

大阪府 Ｘ国 兵庫県 
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［各相続人が相続により取得した財産等］ 

相続人 相続財産等 財産の価額 備考 

妻 

ＰＡ生命保険（本店Ｘ国）からの死亡保険金（大阪支

店で契約したもの） 
２０,０００千円  （注１） 

Ｘ国所在の自宅マンション ２２,０００千円  

（注２） 

ＰＢ銀行（本店Ｘ国）大阪支店の普通預金 ３,０００千円 

ＰＢ銀行（本店Ｘ国）大阪支店の定期預金 １０,０００千円  

長女 

兵庫県所在の賃貸不動産 １８,０００千円  

Ｘ国国債 １０,０００千円  

ＰＣ銀行（本店東京都）Ｘ国支店の普通預金 １５,０００千円  

二女 

ＰＢ銀行（本店Ｘ国）大阪支店の定期預金 ２０,０００千円  

ＰＤ社（本社Ｘ国）が発行する社債 １０,０００千円  

ＰＥ社（本社Ｘ国）に対する貸付金債権 １,０００千円  

（注１）財産の価額は生命保険金等の非課税金額控除前の受取金額である。また、死亡保険金に係

るＰＡ生命保険の保険契約者および保険料負担者は、いずれも室井さんである。 

（注２）財産の価額は相続開始時の相続税評価額である。 

 

［債務および葬式費用等］ 

・ Ｘ国所在の自宅マンションの購入に係るＰＢ銀行（本店Ｘ国）本店からの借入金１２,０００

千円は妻が承継した。 

・ Ｘ国国債の購入に係るＰＣ銀行（本店東京都）Ｘ国支店からの借入金１,０００千円は長女が

承継した。 

・ 室井さんの葬式費用（通常の費用）３,０００千円は、妻、長女および二女が１,０００千円

ずつ負担した。 

 

［室井さんから各相続人への生前贈与財産］ 

受贈者 贈与年月 贈与財産 
贈与時の 

相続税評価額 

相続開始時の 

相続税評価額 

妻 ２０２４年７月 
ＰＦ社（本社東京都）が発

行する社債 
１０,０００千円 ９,０００千円 

二女 ２０２４年８月 

ＰＤ社（本社Ｘ国）が発行

するＸ国の証券取引所に上

場されている株式 

９,０００千円 １１,０００千円 

長女 ２０２５年２月 
ＰＧ銀行（本店東京都）Ｘ

国支店の普通預金 
３,０００千円 ３,０００千円 
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（問題４１） 
 

（設問Ａ）室井さんの相続に係る妻の相続税の課税価格（生命保険金等の非課税金額控除後の金額）と

して、正しいものはどれか。 

 

１．１８,０００千円 

２．２７,０００千円 

３．２８,０００千円 

４．３８,０００千円 

 

（問題４２） 
 

（設問Ｂ）室井さんの相続に係る長女の相続税の課税価格として、正しいものはどれか。 

 

１．４１,０００千円 

２．４２,０００千円 

３．４４,０００千円 

４．４５,０００千円 

 

（問題４３） 
 

（設問Ｃ）室井さんの相続に係る二女の相続税の課税価格として、正しいものはどれか。 

 

１．３０,０００千円 

２．３９,０００千円 

３．４０,０００千円 

４．４１,０００千円 

 

（問題４４） 
 

（設問Ｄ）相続があった場合における国外転出時課税制度に関する次の記述の空欄（ア）～（エ）にあ

てはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直

接的な関連はないものとする。 

 

相続開始時に１億円以上の国外転出時課税対象資産である（ ア ）を所有する一定の（ イ ）

が死亡し、（ ウ ）である相続人等が国外転出時課税対象資産の全部または一部（相続対象資産）

を、相続または遺贈により取得した場合には、その相続対象資産の含み益に対して（ エ ）が課

される。 

 

１．（ア）不動産   （イ）居住者  （ウ）非居住者 （エ）相続税 

２．（ア）不動産   （イ）非居住者 （ウ）居住者  （エ）所得税 

３．（ア）有価証券等 （イ）居住者  （ウ）非居住者 （エ）所得税 

４．（ア）有価証券等 （イ）非居住者 （ウ）居住者  （エ）相続税  
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問１２ 

 次の設例に基づき、事業承継等に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

ＹＡ株式会社（以下「ＹＡ社」という）およびＹＢ株式会社（以下「ＹＢ社」という）の代表取締

役社長である宮野弘文さん（以下「宮野さん」という）は、将来の事業承継および相続対策につい

て検討している。ＹＡ社およびＹＢ社に関する状況等は以下のとおりである。なお、宮野さんおよ

びその親族等は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、宮野さんの所有財産はすべて

日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［ＹＡ社およびＹＢ社の状況］ 

●株主構成 

株主 両社役職 
ＹＡ社 ＹＢ社 

保有株数 議決権割合 保有株数 議決権割合 

宮野さん 代表取締役 ８,０００株 ８０％ １,０００株 １００％ 

宮野さんの長男 取締役 ５００株 ５％ ０株 ０％ 

宮野さんの妻 － １,０００株 １０％ ０株 ０％ 

ＹＢ社 － ５００株 ５％ ０株 ０％ 

合計 １０,０００株 １００％ １,０００株 １００％ 

 

●資本金等の状況 

会社名 ＹＡ社 ＹＢ社 

資本金等の額 70,000千円 10,000千円 

１株当たりの 

類似業種比準価額 
15,000円 11,000円 

総資産および負債 

（課税時期現在） 
総資産 負債 総資産 負債 

 帳簿価額 300,000千円 120,000千円 12,500千円 4,000千円 

 相続税評価額 350,000千円 120,000千円 15,000千円 4,000千円 

１株当たりの「Ｓ１＋Ｓ２」 

方式による価額 
－ 8,500円 

１株当たりの配当金額 

直前期  年200円（普通配当） 直前期  年0円 

直前々期 年150円（普通配当） 

年490円（記念配当） 
直前々期 年0円 
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●会社区分等 

・ ＹＡ社およびＹＢ社の株式は「取引相場のない株式」であり、すべて普通株式である。 

・ ＹＡ社の株式評価上の会社規模は中会社（Ｌの割合０.６０）に該当する。 

・ ＹＢ社の株式評価上の会社規模は小会社（Ｌの割合０.５０）に該当する。 

・ ＹＡ社は特定の評価会社に該当しないが、ＹＢ社は株式等保有特定会社に該当する。 

・ 株式等保有特定会社の株式の価額について、納税義務者は、「Ｓ１＋Ｓ２」方式による価額を

選択することができる。なお、｢Ｓ１の金額」は、株式等保有特定会社が保有する株式等と当

該株式等に係る受取配当金等の収入がなかったとした場合の同社株式の原則的評価方式によ

る１株当たりの評価額である。また、「Ｓ２の金額」は、株式等保有特定会社が保有する株式

等の評価額（評価差額に対する法人税額等相当額を控除した金額）の合計額を同社の発行済

株式数で除した金額である。 

 

［その他］ 

・ 株式の評価方式については、それが複数あり任意に選択できる場合には、評価額が最も低く

なるような評価方式を選択するものとする。 

・ １株当たりの純資産価額および配当還元価額は、次の算式により計算した金額によって評価

する。 

＜純資産価額の算式＞ 

純資産価額＝
（Ａ－Ｂ）－｛(Ａ－Ｂ）－（Ｃ－Ｄ)｝×３７％ 

Ｅ
 

Ａ：課税時期現在の相続税評価額による総資産額 

Ｂ：課税時期現在の相続税評価額による負債額 

Ｃ：課税時期現在の帳簿価額による総資産額 

Ｄ：課税時期現在の帳簿価額による負債額 

Ｅ：課税時期現在における発行済株式数 

※「（Ａ－Ｂ）－（Ｃ－Ｄ）」がマイナスの場合は０とする。 

 

＜配当還元価額の算式＞ 

配当還元価額＝
 その株式に係る年配当金額 

１０％
×
 その株式の１株当たりの資本金等の額 

５０円
 

※その株式に係る年配当金額は、１株当たりの資本金等の額を５０円とした場合の金額とする。

また、その株式に係る年配当金額が２円５０銭未満および無配のものにあっては、２円５０

銭とする。 
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［株主の区分に応じた評価方式］ 

区分 株主の態様 評価方式 

同族株主の 

いる会社 

同族株主 

議決権割合が５％以上の株主 

原則的 

評価方式 
議決権割合

が５％未満

の株主 

中心的な同族株主がいない場合 

中心的な同族株

主がいる場合 

中心的な同族株主 

役員である株主また

は役員となる株主 

その他の株主 配当還元 

方式 同族株主以外の株主 

同族株主の 

いない会社 

議決権割合の合

計が１５％以上

の株主グループ

に属する株主 

議決権割合が５％以上の株主 

原則的 

評価方式 
議決権割合

が５％未満

の株主 

中心的な株主がいない場合 

中心的な株主が

いる場合 

役員である株主また

は役員となる株主 

その他の株主 配当還元 

方式 議決権割合の合計が１５％未満の株主グループに属する株主 

 

（問題４５） 
 

（設問Ａ）現時点で、宮野さんが保有するＹＡ社の株式２,０００株を長男に贈与した場合、贈与を受

けた長男の贈与税の課税価格の計算上、ＹＡ社の１株当たりの相続税評価額として、正しい

ものはどれか。 

 

１．１５,０００円 

２．１７,４６０円 

３．１８,０００円 

４．２１,１５０円 

 

（問題４６） 
 

（設問Ｂ）現時点で、宮野さんが保有するＹＡ社の株式１,０００株をＹＡ社の役員（宮野さんの親族

ではない）に贈与した場合、贈与を受けたＹＡ社の役員の贈与税の課税価格の計算上、ＹＡ

社の１株当たりの相続税評価額として、正しいものはどれか。 

 

１． ３,５００円 

２． ４,２００円 

３．１５,７６８円 

４．１９,４５８円 
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（問題４７） 
 

（設問Ｃ）現時点で、宮野さんが保有するＹＢ社の株式１００株を長男に贈与した場合、贈与を受けた

長男の贈与税の課税価格の計算上、ＹＢ社の１株当たりの相続税評価額として、正しいもの

はどれか。 

 

１． ８,０６０円 

２． ８,５００円 

３．１０,０７５円 

４．１１,０００円 

 

（問題４８） 
 

（設問Ｄ）譲渡制限株式等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問は、設

例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．譲渡制限株式の発行会社が、譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合、原則として、そ

の請求の日から２週間以内に請求者に対して承認または不承認の決定の通知をしなかったと

きは、承認しなかったものとみなされる。 

２．譲渡制限株式は、株式会社がその発行する株式の内容として、譲渡による当該株式の取得に

ついて、当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている株式であり、発行する株式の一

部のみを譲渡制限株式とすることもできる。 

３．株式会社が譲渡制限株式を発行しているか否かは、当該株式会社の登記事項証明書の一つで

ある代表者事項証明書を取得することによって確認することはできない。 

４．譲渡制限株式の譲渡について発行会社の承認が得られなかった場合でも、株式を譲り受けた

者と当該株式を譲り渡した者との間の株式譲渡契約は無効とはならない。 

 

（問題４９） 
 

（設問Ｅ）会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直

接的な関連はないものとする。 

 

１．会社法において会社として定義されているのは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社で

あり、有限会社を新規に設立することはできない。 

２．株式会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する場合は、原則として、その譲渡の効力が

発生する日の前日までに株主総会の特別決議により承認を受けなければならない。  

３．株主総会の特別決議とは、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半

数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成が必要な決議を

いう。 

４．非公開会社（会社法に規定する公開会社でない株式会社）が株主総会を招集する場合、原則

として２週間前までに株主に対してその通知を発しなければならない。  
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（問題５０） 
 

（設問Ｆ）中小企業庁が公表した「２０２５年版 中小企業白書」に基づく次の記述のうち、最も適切

なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．中小企業における後継者不在率の推移を経営者の年代別に見ると、全体として増加傾向にあ

り、後継者不足の解消が進んでいるとはいえない。 

２．中小企業における経営者年齢の分布を見ると、経営者年齢の水準は依然として高く、６０歳

以上の経営者が過半数を占めている。 

３．中小企業における事業承継の意向を企業形態別に見ると、法人企業では、「親族内承継を考

えている」という回答よりも、「役員・従業員承継を考えている」という回答の方が多い。 

４．中小企業における事業承継の意向を企業形態別に見ると、個人企業では、「現在の事業を継

続するつもりはない」という回答よりも、「親族内承継を考えている」という回答の方が

多い。 

 

 


